
　３月、４月の休日在宅医

月／日 給 油 店 名
3／ 7 井手産商串間店・井手都井店

3／1４ 酒井串間店・井手都井店

3／21 津曲北方店・三協西小路店・井手都井店

3／2８ 片平本町店・井手都井店

　３月の日曜給油店

人口のうごき（令和３年２月１日現在）

人口��16,775人（前月比�‐30人）
［男性��7,884人　女性��8,891人］世帯数��7,571世帯

※平成27年度国勢調査からの推計人口です。

月／日 医療機関 診療科 電話番号
3／ 7 串間中央クリニック 内科・小児科 27-3181
3／1４ 英医院 内科 74-1187

3／20 とめのファミリー
クリニック 内科・小児科 76-1425

3／21 にいな内科・循環器科 内・循・呼 71-1711
3／2８ 岡村クリニック 整形外科 72-7710
４／ ４ 吾社クリニック 内科 71-3411
４／11 ゆうゆうの森クリニック 内科 55-9111
４／1８ 串間中央クリニック 内科・小児科 27-3181
４／2５ アイレHDクリニック串間 内科・透析内科 55-8181
４／29 県南病院 神・精・内科 72-0024

※�休日在宅医は変更になる場合があります。受診する前に医療機関
もしくはテレフォンサービス（☎23-9999）にて必ずご確認ください。

●今回は大束分団の紹介です
・分団長＝江藤義和
・�副分団長＝野邊義彦、藤木公二
・団員＝８５名
・�管轄地区＝大束地区（大字奈留・
大平・一氏・大矢取）

・�配備車両など＝ポンプ車１台、小
型動力ポンプ付積載車６台、小型
動力ポンプ４台

・�部数＝１部：新町、２部：古大内、
３部：高則、４部：田ノ野、５部：
市ノ瀬、６部：一氏、７部：大重野

消防団
通信
しょうぼうだんつうしん

　私たち大束分団は、自らの地域は
自ら守るという強い精神に基づき活
動しています。
　私たちの所属する大束分団第６部
は、現在10名の団員で一氏、三ヶ
平、射場地野地区の安心・安全を守っ
ています。普段は本業を持ちながら、
火災発生時における消火活動や火災
予防広報、台風などの自然災害時に
おける避難誘導、年１回各家庭の防
火訪問など、幅広く住民の安全を守

る活動を行っています。今年度は新
型コロナウイルス感染症の影響によ
り冬期訓練、出初式も中止になりま
したが、万が一に備え各部機械器具
点検を毎月行っています。
　消防団には地域の皆さんの力が必
要です。串間市のために活動・貢献
したいという方の入団をお待ちして
います。一緒に消防団を盛り上げま
しょう！
大束分団第６部　部長　和田輝寿

　��串間警察署☎７２－０１１０　　警察安全相談♯９１１９問

令和２年の宮崎県交通死亡事故状況
　令和２年の宮崎県の交通事故の特徴は、交通事故の発生件
数は減少しているものの、死者数全体に占める高齢者（65歳
以上）の割合が過去最高になったことです。

　例年、10月から２月までの日が暮れる
のが早い時期に交通事故が多発し、死
亡事故が増加しています。まだまだ日
没が早いので、夕方に歩行する場合は
反射タスキの着用をしましょう。
　串間警察署でも配布しています。

交通事故発生状況
死者 人身事故 負傷者 物損事故

R２ 36 5,126 5,741 20,511

R １ 39 6,621 7,432 23,563

増減 ‐3 ‐1,495 ‐1,691 ‐3,052

月別死者数

上半期
１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

２ ５ ２ ５ ３ ２

下半期
７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

２ ３ １ ３ ４ ４

年齢別
年	齢 死者数

若　者 １

４０歳代 ２

５０歳代 １

6０～6４歳 ２

6５歳以上 30

　地方税法第416条第１項の規定により、次
のとおり令和３年度固定資産土地価格等縦覧
帳簿および家屋価格等縦覧帳簿を縦覧に供し
ます。
　なお、縦覧ができる方は串間市の固定資産
税（土地・家屋）の納税者および納税者の委任
を受けた代理人です。

●�期間＝ 
令和３年４月１日（木）～５月31日（月）
　※�午前８時30分～午後５時1５分（土・日・祝
日などの閉庁日を除きます）

●�場所＝税務課（各支所管内の固定資産は支
所でも縦覧可能です）

　��税務課資産税係（直通）�
☎72 ‐ 1113

問

　令和２年分の所得税および復興特別所得税の確定申告の申告
期限、納付期限については、新型コロナウイルス感染症の拡大
防止の観点から、令和３年４月1５日（木）まで延長されました。
　受付は日南税務署にて行っておりますが、感染リスク軽減の
ため、ご自宅からｅ－Ｔａｘによる申告ができますので、ぜひご
利用ください。

●確定申告会場への入場には「入場整理券」が必要です
　会場内の混雑緩和のため、税務署の確定申告会場への入場に
は、「入場整理券」が必要です。整理券は会場で当日配布します
が、ＬＩＮＥを通じたオンラインでの事前発行も可能です。
　なお、整理券の配布状況によっては、後日の来場をお願いす
る場合があります。あらかじめご了承ください。

●確定申告会場にお越しになる方へのお願い
　確定申告会場ではさまざまな感染防止対策を行い、安心して
ご相談いただける環境整備を進めています。来場を検討されて
いる方についても、「入場時の検温」、「マスクの着用、手指消毒」、
「少人数での来場」など、３密回避にご協力ください。

　ご不明な点がありましたら、税務署にお尋ねください。

　��日南税務署　☎22 ‐ 3671（自動音声案内）問

チャンネル税
令和３年度固定資産土地・ 
家屋評価等縦覧帳簿の 
縦覧について

確定申告期限が延長
されました
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